
令 和 ７ 年
７月２日
（水曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
選
管
告
示

公
職
選
挙
法
施
行
規
程
の
一
部
改
正
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…

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

公
職
選
挙
法
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

第
五
十
四
条
第
一
号
ヘ
中
「
五
百
円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ
中

「
千
円
、
」
を
「
千
五
百
円
、
」
に
、
「
三
千
円
」
を
「
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ヘ

と
し
、
同
号
ニ
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
二
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と

し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

航
空
賃

航
空
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
算
出
し
た
実
費
額

第
五
十
四
条
第
三
号
イ
中
「
船
賃
」
を
「
船
賃
、
航
空
賃
」
に
、
「
、
ロ
及
び
ハ
」
を
「
か
ら
ニ
ま

で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
万
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
一
万
円
」
を
「
一

万
五
千
円
」
に
、
「
一
万
五
千
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
七
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

⚒

改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
程
第
五
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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